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１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第 27 条の 30 の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出

力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レ

ビュー報告書を末尾に綴じ込んでおります。 



目      次 

 

       

 頁 

第 92 期第１四半期 四半期報告書 

【表紙】 ……………………………………………………………………………………………… １ 

第一部【企業情報】 ……………………………………………………………………………… ２ 

第１ 【企業の概況】 ………………………………………………………………………… ２ 

１ 【主要な経営指標等の推移】 ……………………………………………………… ２ 

２ 【事業の内容】 ……………………………………………………………………… ２ 

第２ 【事業の状況】 ………………………………………………………………………… ３ 

１ 【事業等のリスク】 ………………………………………………………………… ３ 

２ 【経営上の重要な契約等】 ………………………………………………………… ３ 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ……………… ３ 

第３ 【提出会社の状況】 …………………………………………………………………… ７ 

１ 【株式等の状況】 …………………………………………………………………… ７ 

２ 【役員の状況】 ……………………………………………………………………… ８ 

第４ 【経理の状況】 ………………………………………………………………………… ９ 

１ 【四半期連結財務諸表】 …………………………………………………………… 10 

２ 【その他】 …………………………………………………………………………… 17 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】 ……………………………………………………… 18 

  

四半期レビュー報告書  

第 92 期第１四半期  ……………………………………………………………………………… 19 

 

 



  

【表紙】   

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成27年８月13日 

【四半期会計期間】 第92期第１四半期(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日) 

【会社名】 大同特殊鋼株式会社 

【英訳名】 Daido Steel Co., Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  嶋 尾  正 

【本店の所在の場所】 名古屋市東区東桜一丁目１番10号 

【電話番号】 052(963)7523 

【事務連絡者氏名】 経理部長    丹 羽 哲 也 

【 寄りの連絡場所】 東京都港区港南一丁目６番35号 東京本社 

【電話番号】 03(5495)1253 

【事務連絡者氏名】 東京総務室長  清 水 博 之 

【縦覧に供する場所】 大同特殊鋼株式会社東京本社 

（東京都港区港南一丁目６番35号） 

大同特殊鋼株式会社大阪支店 

（大阪市中央区高麗橋四丁目１番１号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目８番20号） 
 

- 1 -



第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。 

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載してお

りません。 

  

２ 【事業の内容】 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社および当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 

回次 
第91期 

第１四半期 
連結累計期間 

第92期 
第１四半期 
連結累計期間 

第91期 

会計期間 
自 平成26年４月１日 

至 平成26年６月30日 

自 平成27年４月１日 

至 平成27年６月30日 

自 平成26年４月１日 

至 平成27年３月31日 

売上高 （百万円） 119,819 116,705 483,633 

経常利益 （百万円） 4,572 4,240 21,729 

親会社株主に帰属する 
四半期（当期）純利益 

（百万円） 2,582 1,788 10,886 

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 4,714 5,694 31,110 

純資産額 （百万円） 268,442 297,310 292,405 

総資産額 （百万円） 566,279 589,602 588,590 

１株当たり四半期（当期） 
純利益金額 

（円） 5.95 4.12 25.10 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期（当期）純利益金額 

（円） － － － 

自己資本比率 （％） 41.1 44.1 43.5 
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第２ 【事業の状況】 

  

１ 【事業等のリスク】 

当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、または

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

  

２ 【経営上の重要な契約等】 

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

  

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。 

  

(1) 業績の状況 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の回復を背景とした設備投資や円安による輸出など

が底堅く推移しましたが、鉱工業生産など一部に弱さも見られました。海外経済は、先進国では米国が個人消費を

中心に堅調に推移しました。欧州はギリシャ債務問題による不安定さはあったものの、欧州中央銀行による量的緩

和により緩やかな景気回復が期待されています。一方、新興国では、中国経済が緩やかに減速しつつあるほか、原

油安により資源国の減速が強まっています。そのような経済環境の中、特殊鋼の主要需要先である自動車に関しま

しては、在庫調整のため一部で生産調整の動きが見られました。 

  この結果、当第１四半期連結累計期間の連結経営成績は、数量の減少等により、売上高は前年同期比31億13百万

円減収の1,167億５百万円、経常利益は前年同期比３億32百万円減益の42億40百万円となりました。親会社株主に帰

属する四半期純利益につきましては、投資有価証券評価損を計上したこともあり、前年同期比７億94百万円減益の

17億88百万円となりました。 

  

セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

  
①特殊鋼鋼材 

構造用鋼の数量は、自動車で在庫調整のための生産調整の動きが見られたこと等から、前年同期比で減少しま

した。工具鋼の数量は輸出が堅調に推移したことから、前年同期比で増加しました。主要原材料である鉄スクラ

ップ価格は、鉄鉱石価格の下落や韓国需要の減少等を受け、前年同期比で低下しました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の特殊鋼鋼材の売上高は、前年同期比11.6％減少の433億５百万円、

営業利益は前年同期比１億38百万円減益の３億17百万円となりました。 

  

②機能材料・磁性材料 

ステンレス製品は、パソコン販売低迷によるＨＤＤ需要が在庫調整局面にあること等から、数量は前年同期比

で減少しました。高合金製品も、リードフレーム用素材の需要が低迷したこと等から、数量は前年同期比で減少

しました。磁石製品は、ＥＰＳ（電動パワーステアリング）向けが増加したことから、また、チタン製品に関し

ては、国内および海外で医療向けが堅調に推移したことから、売上高は前年同期比で増加しました。 

  これらの結果、当第１四半期連結累計期間の機能材料・磁性材料の売上高は、前年同期比5.9％増加の408億83

百万円、営業利益は前年同期比６億38百万円減益の27億85百万円となりました。 
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③自動車部品・産業機械部品 

自由鍛造品は、原油価格下落に伴い掘削・石油プラント関連の需要が弱含んでいること等から、売上高は前年

同期比で減少しました。型鍛造品も、在庫調整の動きがあり売上高は前年同期比で減少しました。エンジンバル

ブ部品は、北米自動車販売の好調等を受け、受注が堅調に推移したことから、売上高は前年同期比で増加しまし

た。鋳鋼品、精密鋳造品も、ターボ関連製品の需要拡大により、売上高は前年同期比で増加しました。 

  これらの結果、当第１四半期連結累計期間の自動車部品・産業機械部品の売上高は、前年同期比0.7％減少の

246億22百万円、営業利益については、前年同期比２億円増益の２億63百万円となりました。 

  

④エンジニアリング 

海外向けの売上が好調であったこと等から、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比14.1％増加の

57億91百万円となりました。これに加え工事案件の内容良化等から、営業損益は前年同期比３億28百万円増益の

２億92百万円となりました。 

  

⑤流通・サービス 

商社部門の海外売上が前年同期比で減少したこと等から、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比

10.0％減少の21億２百万円、営業利益は前年同期比38百万円増益の３億９百万円となりました。 

  

  

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の連結子会社）が対処すべき課題について

重要な変更はありません。 

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

① 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要 

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念、当社の企業価値の様々な源泉

および当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共

同の利益を中長期的に確保または向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。した

がいまして、当社の株式を買い集め、多数派株主として自己の利益の追求のみを目的として濫用的な会社経営を

行うものであったり、株主の皆様に当社の株式の売却を事実上強要するものであったり、または、株主の皆様が

当該買付けの条件・方法等について検討し、当社取締役会が代替案の提示等を行うための十分な時間を確保しな

いものである等の当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう株式の大規模な買付けを行う

者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。 

② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの概要 

当社は、上記①の当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下「基本方

針」といいます。)の実現に資する特別な取組みとして、お客様との共創、成長領域への注力、ＱＣＤ競争力の強

化および企業基盤の強化を実施しております。本取組みにつきましては、当社第91期有価証券報告書の「第２

事業の状況 ３ 対処すべき課題」の(1)から(4)をご参照ください。 

また、当社はコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みを基本方針の実現に資する特別な取組みのひと

つと位置付けております。コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその充実に向けた取組みに

つきましては、当社第91期有価証券報告書の「第４ 提出会社の状況 ６ コーポレート・ガバナンスの状況

等」をご参照ください。 
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③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みの概要 

当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上を目的として、平成27年６月26日

開催の当社第91期定時株主総会において出席株主の皆様の議決権の過半数のご賛同を得て承認可決されることを

条件として、同定時株主総会の終結時に有効期間が満了する原対応方針（平成25年６月27日開催の当社第89期定

時株主総会において出席株主の皆様のご賛同を得て導入した「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方

針」をいいます。）に替えて、以下にその概要を記載した対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を継続

して導入することを、平成27年５月８日開催の当社取締役会において決定いたしました。同取締役会には、社外

監査役２名を含む当社監査役全員が出席し、いずれの監査役も本対応方針に同意する旨の意見を述べました。な

お、本対応方針に関する議案は、第91期定時株主総会において承認可決いただいております。 

本対応方針の概要は、当社の株券等を20％以上取得しようとする大規模買付者に対して、取締役会による大規

模買付行為の内容の評価・検討等に必要な情報の提供や期間の確保等、本対応方針に定める大規模買付ルールに

従うことを求め、大規模買付者が大規模買付ルールに従わない場合や、大規模買付ルールに従っても当該大規模

買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合に対抗

措置を発動できるとするものです。 

本対応方針の内容の詳細につきましては、以下の当社ホームページをご参照ください。 

http://www.daido.co.jp/ir/pdf/defence.pdf 

④ 上記②の取組みについての取締役会の判断 

上記②の取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、それを当社の株式の価値に

適正に反映させていくことにより、上記①に記載されているような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益を著しく損なう株式の大規模な買付けを困難にするものと考えられ、上記①の基本方針に資するものである

と考えております。 

また、当社は、多数の投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益を向上させることを目的に、上記②の取組みを実施しております。 

したがいまして、上記②の取組みは上記①の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利益を損

なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。 

⑤ 上記③の取組みについての取締役会の判断 

上記③の取組みは、大規模買付行為の内容の評価・検討等に必要な情報の提供と期間の確保の要請に応じない

大規模買付者、および当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行おう

とする大規模買付者に対して対抗措置を発動できるとすることで、これらの大規模買付者による大規模買付行為

を防止するものであり、上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みであります。 

また、上記③の取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保しまたは向上させることを

目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為の内容の評価・検討

等に必要な情報の提供と期間の確保を求めるために実施されるものであります。 

さらに、上記③の取組みにおいては、株主の皆様の意思を確認する手続の導入、独立性の高い委員により構成

される特別委員会の設置およびその勧告の 大限の尊重、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定、株主意

思確認株主総会の決議に基づく対抗措置発動等の当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記③の取組みの合理性

および公正性を確保するための様々な制度および手続が確保されております。 

したがいまして、上記③の取組みは上記①の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様の共同の利益を損

なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。 
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(3) 研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は14億13百万円であります。 

  

  
(4) 経営者の問題認識と今後の方針について 

当期の日本経済は、緩やかな回復が期待されています。海外経済においても、新興国に若干の弱さが見られるも

のの堅調な米国を中心に全体としては緩やかな成長が期待されています。特殊鋼の需要につきましては、主要需要

先である自動車で、上期の在庫調整局面を抜けて、下期に本格回復することが期待されています。産業機械も、設

備投資の増加傾向が続いていることから、回復基調が継続すると期待されています。リスク要因としては、中国の

成長率低下に伴う景気減退リスク、米国の利上げに伴う景気減退リスク、原油をはじめとする資源価格や為替の変

動リスク、ロシアや中東地域での地政学的リスクなど、当社グループに影響を与えうる注視すべきものがあると認

識しております。 

 このような経営環境の中、当社グループは、市場の変化・お客様の動向を常に注視し、その変化に即応してまい

ります。また、中期計画で目標とした海外売上高の拡大に向けての施策を、着実に実施してまいります。更なる品

質の向上、継続的なコスト削減への取組み、デリバリー体制の強化も行い、経営基盤となるＱＣＤ競争力の強化に

も努めてまいります。 
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第３ 【提出会社の状況】 

  

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

①  【株式の総数】 

  

②  【発行済株式】 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(6) 【大株主の状況】 

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 1,160,000,000 

計 1,160,000,000 
 

種類 
第１四半期会計期間末 

現在発行数(株) 
(平成27年６月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成27年８月13日) 

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融 
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 434,487,693 同左 
㈱東京証券取引所 
㈱名古屋証券取引所 
各市場第一部 

単元株式数は1,000株
であります。 

計 434,487,693 同左 － － 
 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高 
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 

(百万円) 

平成27年４月１日～ 
平成27年６月30日 － 434,487,693 － 37,172 － 9,293 
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(7) 【議決権の状況】 

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができませんので、直前の基準日である平成27年３月31日の株主名簿により記載しております。 

①  【発行済株式】 

平成27年６月30日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式4,211株のうち4,000株(議決権の数４個)

が含まれております。 

  

②  【自己株式等】 

平成27年６月30日現在 

  

２ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 

  

  

 

区分 株式数(株) 
議決権の数 

(個) 
内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式）   

－ － 
  普通株式 702,000 

（相互保有株式）   

  普通株式 269,000 

完全議決権株式（その他） 普通株式 431,784,000 431,784 － 

単元未満株式 普通株式 1,732,693 － １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数   434,487,693 － － 

総株主の議決権   － 431,784 － 
 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義 
所有株式数

(株) 

他人名義 
所有株式数 

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

（自己保有株式）           

大同特殊鋼㈱ 名古屋市東区東桜１－１－10 702,000 － 702,000 0.16 

（相互保有株式）           

丸太運輸㈱ 名古屋市瑞穂区新開町22－20 133,000 － 133,000 0.03 

川一産業㈱ 川崎市川崎区大島３－７－14 126,000 － 126,000 0.03 

東北特殊鋼㈱ 仙台市太白区長町７－20－１ 10,000 － 10,000 0.00 

計 － 971,000 － 971,000 0.22 
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第４ 【経理の状況】 

  

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成27年４月１日から平成

27年６月30日まで)および第１四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 
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１ 【四半期連結財務諸表】 

(1) 【四半期連結貸借対照表】 

  

 

                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 32,585 34,026 

    受取手形及び売掛金 101,918 96,459 

    電子記録債権 3,087 4,017 

    たな卸資産 108,561 108,375 

    その他 10,193 9,828 

    貸倒引当金 △166 △165 

    流動資産合計 256,181 252,542 

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 64,234 64,340 

      機械装置及び運搬具（純額） 78,830 78,920 

      その他（純額） 46,310 46,492 

      有形固定資産合計 189,375 189,753 

    無形固定資産     

      のれん 113 100 

      その他 7,169 7,205 

      無形固定資産合計 7,283 7,306 

    投資その他の資産     

      投資有価証券 87,812 93,283 

      退職給付に係る資産 39,208 39,334 

      その他 8,866 7,519 

      貸倒引当金 △137 △137 

      投資その他の資産合計 135,749 140,000 

    固定資産合計 332,408 337,060 

  資産合計 588,590 589,602 
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                      (単位：百万円) 

                    
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 72,855 68,548 

    電子記録債務 5,184 6,387 

    短期借入金 27,989 34,378 

    1年内償還予定の社債 20,000 20,000 

    未払法人税等 3,883 758 

    賞与引当金 6,354 2,729 

    その他の引当金 780 504 

    その他 22,335 26,645 

    流動負債合計 159,382 159,953 

  固定負債     

    社債 20,000 20,000 

    長期借入金 77,081 71,129 

    その他の引当金 2,203 2,280 

    退職給付に係る負債 8,003 8,111 

    その他 29,512 30,818 

    固定負債合計 136,802 132,339 

  負債合計 296,184 292,292 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 37,172 37,172 

    資本剰余金 28,542 28,542 

    利益剰余金 152,130 152,553 

    自己株式 △382 △385 

    株主資本合計 217,463 217,882 

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 25,128 28,829 

    繰延ヘッジ損益 0 △3 

    土地再評価差額金 1,758 1,758 

    為替換算調整勘定 3,235 3,224 

    退職給付に係る調整累計額 8,434 8,104 

    その他の包括利益累計額合計 38,558 41,913 

  非支配株主持分 36,383 37,514 

  純資産合計 292,405 297,310 

負債純資産合計 588,590 589,602 
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 

【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

 

                      (単位：百万円) 

                    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 119,819 116,705 

売上原価 103,315 99,995 

売上総利益 16,503 16,710 

販売費及び一般管理費 12,326 12,742 

営業利益 4,177 3,967 

営業外収益     

  受取利息 45 37 

  受取配当金 648 632 

  持分法による投資利益 217 168 

  為替差益 － 86 

  その他 343 328 

  営業外収益合計 1,255 1,253 

営業外費用     

  支払利息 385 342 

  環境対策引当金繰入額 － 285 

  為替差損 94 － 

  その他 380 352 

  営業外費用合計 860 980 

経常利益 4,572 4,240 

特別損失     

  投資有価証券評価損 － 604 

  特別損失合計 － 604 

税金等調整前四半期純利益 4,572 3,635 

法人税、住民税及び事業税 575 564 

法人税等調整額 858 652 

法人税等合計 1,433 1,217 

四半期純利益 3,139 2,418 

非支配株主に帰属する四半期純利益 556 630 

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,582 1,788 
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【四半期連結包括利益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

 

                      (単位：百万円) 

                    前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

四半期純利益 3,139 2,418 

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 2,001 3,777 

  繰延ヘッジ損益 2 △8 

  為替換算調整勘定 △307 △198 

  退職給付に係る調整額 △134 △323 

  持分法適用会社に対する持分相当額 13 27 

  その他の包括利益合計 1,575 3,275 

四半期包括利益 4,714 5,694 

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 4,160 5,000 

  非支配株主に係る四半期包括利益 554 693 
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【注記事項】 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更) 

  

(会計方針の変更等) 

  

 

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日  至  平成27年６月30日) 

 連結の範囲の重要な変更 

 当第１四半期連結会計期間より、富士气門（広東）有限公司は、経営戦略上の重要性が増したため、連結の範囲

に含めております。 
 

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日  至  平成27年６月30日) 

（会計方針の変更） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離

等会計基準」という。）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対す

る当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費

用として計上する方法に変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合に

ついては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間

の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更および少数株

主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期

連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っており

ます。 

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）

および事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間

の期首時点から将来にわたって適用しております。 

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 
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(四半期連結貸借対照表関係) 

(1) 偶発債務 

① 保証債務 

下記会社等の借入金について、保証を行っております。 

（ ）は連結会社負担分であります。 

  

② 手形債権流動化に伴う買戻し義務額 

  

③ 追加出資義務 

有限会社タカクラ・ファンディング・コーポレーションに対して、同社の有する建物が天災地変により滅失ま

たは毀損した場合、次の金額を累積限度とする追加出資義務（匿名組合契約）を負っております。 

  

④ 瑕疵担保責任 

平成18年１月に当社の連結子会社であった特殊発條興業㈱の当社保有全株式を日本発条㈱へ譲渡したことに伴

い、譲渡日以前の事象に起因する特殊発條興業㈱の製造物責任・土壌汚染等について、譲渡先に対し次の金額を

上限とする瑕疵担保責任（譲渡日から 大10年間）を負担しております。 

譲渡に際しては、当社、特殊発條興業㈱および譲渡先の合意の下、充分な事前調査を行っており、現時点では

譲渡先および第三者に対して損失補償の負担が現実に発生する可能性は極めて低いと考えられます。 

  

  
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)およびのれ

んの償却額は、次のとおりであります。 

  

 

前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

㈲タカクラ・ファンディン

グ・コーポレーション 
3,600百万円 ( 3,600百万円) 

㈲タカクラ・ファンディン

グ・コーポレーション 
3,600百万円 ( 3,600百万円) 

TRW Fuji Valve Inc. 382 〃 ( 76 〃 ) TRW Fuji Valve Inc. 576 〃 ( 115 〃 ) 

従業員（住宅融資他） 370 〃 ( 370 〃 ) 従業員（住宅融資他） 359 〃 ( 359 〃 ) 

その他（５社） 826 〃 ( 826 〃 ) その他（５社） 864 〃 ( 864 〃 ) 

合計 5,179 〃 ( 4,873 〃 ) 合計 5,401 〃 ( 4,939 〃 ) 
 

前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

703百万円 474百万円 
 

前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

524百万円 524百万円 
 

前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

3,200百万円 3,200百万円 
 

  
前第１四半期連結累計期間 
(自  平成26年４月１日 
  至  平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
 至  平成27年６月30日) 

減価償却費 5,213百万円 5,476百万円 

のれんの償却額 12 〃 12 〃 
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(株主資本等関係) 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成26年４月１日  至  平成26年６月30日） 

   配当金支払額 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成27年４月１日  至  平成27年６月30日） 

   配当金支払額 

  

  

(セグメント情報等) 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成26年４月１日  至  平成26年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

(注)１ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成27年４月１日  至  平成27年６月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

(注)１ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成26年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 1,084 2.50 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成27年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 1,518 3.50 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金 
 

  特殊鋼鋼材
機能材料・
磁性材料 

自動車部品
・産業機械

部品 

エンジニア
リング 

流通・ 
サービス 

合計 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

売上高                 

  外部顧客への 
売上高 

48,986 38,612 24,807 5,077 2,335 119,819 － 119,819 

  セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

19,122 4,161 8,363 275 2,151 34,074 △34,074 － 

計 68,108 42,773 33,171 5,352 4,487 153,893 △34,074 119,819 

セグメント利益 
又は損失（△） 

455 3,424 62 △35 271 4,178 △0 4,177 
 

  特殊鋼鋼材
機能材料・
磁性材料 

自動車部品
・産業機械

部品 

エンジニア
リング 

流通・ 
サービス 

合計 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

売上高               

  外部顧客への 
売上高 

43,305 40,883 24,622 5,791 2,102 116,705 － 116,705 

  セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

21,540 4,259 8,977 591 2,353 37,722 △37,722 － 

計 64,846 45,143 33,599 6,382 4,455 154,427 △37,722 116,705 

セグメント利益 317 2,785 263 292 309 3,969 △2 3,967 
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(１株当たり情報) 

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

  
  

(重要な後発事象) 

   該当事項はありません。 

  

  
２ 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

 

  
前第１四半期連結累計期間 
(自  平成26年４月１日 
  至  平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自  平成27年４月１日 
  至  平成27年６月30日) 

１株当たり四半期純利益金額 5円95銭 4円12銭 

(算定上の基礎)     

親会社株主に帰属する 
四半期純利益金額(百万円) 

2,582 1,788 

普通株主に帰属しない金額(百万円) － － 

普通株式に係る親会社株主に帰属する 
四半期純利益金額(百万円) 

2,582 1,788 

普通株式の期中平均株式数(千株) 433,703 433,679 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

  

該当事項はありません。 
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当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大同特殊鋼

株式会社の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成２７年４

月１日から平成２７年６月３０日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成２７年４月１日から平成２７年６月３０日ま

で)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書

及び注記について四半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大同特殊鋼株式会社及び連結子会社の平成２７年６月３０日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

  

 

独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 平成２７年８月11日
 

大同特殊鋼株式会社 
 

 取締役会 御中 
 

有限責任監査法人 トーマツ
 

指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士    水    上    圭    祐    印 

 

指定有限責任社員

業務執行社員 
  公認会計士    孫          延    生    印 

 

  

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 
 

- 19 -


	表紙
	中表紙　（EDINET）
	目次
	150728②.pdf



